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No.No.No.No.

運営協議会提出時は空欄で結構です。更新登録時は事業開始以降、実際に使用している様式をご提出ください。※変更登録の場合、協議会には、変更登録申請書（様式第２－３号）、登録証、および登録申請時に添付した書類のうち登録事項の変更に伴い内容が変更されるものを提出してください。ただし、法人の名称や代表者の変更等、軽微な事項の変更の場合は協議会への提出は不要です（様式第２－４号を神戸運輸監理部へ提出し、写しを利用対象者数の最も多い市町の担当窓口へ提出してください）。※協議会の開催時点での福祉有償運送運転者講習及び満７０歳以上の運転者の自動車事故対策機構等が実施する適正診断を未受講の場合は、宣誓書を提出してください。※協議会終了後に、「運営協議会において協議が調ったことを証する書類」（様式２－５号）を発出しますので、神戸運輸監理部への本申請の際に、その他の申請書類とともに提出してください。

北播磨地区福祉有償運送運営協議会への提出申請書類一覧北播磨地区福祉有償運送運営協議会への提出申請書類一覧北播磨地区福祉有償運送運営協議会への提出申請書類一覧北播磨地区福祉有償運送運営協議会への提出申請書類一覧※神戸運輸監理部への本申請時に必要な提出書類一覧ではありません。※神戸運輸監理部への本申請時に必要な提出書類一覧ではありません。※神戸運輸監理部への本申請時に必要な提出書類一覧ではありません。※神戸運輸監理部への本申請時に必要な提出書類一覧ではありません。提出書類提出書類提出書類提出書類 様式様式様式様式 備考備考備考備考新規申請時新規申請時新規申請時新規申請時に必要なものに必要なものに必要なものに必要なもの 更新申請時更新申請時更新申請時更新申請時に必要なものに必要なものに必要なものに必要なもの


